
 

 

期の最多は「３か月未満」だ

そうです。 

 また、定着率を高めるため

に行っている取組みとして

は、「入社前の社内見学や社

員面談などギャップの対策」

（47％）、「直属の上司による

フォローアップ面談の実施」

（43％）、「研修やスキルアッ

プ機会の提供」（40％）、「社員

の声を聞くアンケートやヒ

アリングの実施」（30％）が挙

げられています。 

◆社員の定着・離職防止のた

めに 

社員の離職理由は会社ご

とに様々だと思われます。人

材不足の状況下において、自

社の離職対策を考えること

は、経営力を高めるためにも

今後より一層無視できない

課題となるでしょう。 

 

 

不妊治療と仕事の両立支

援策 

厚生労働省から「不妊治療

と仕事 両立できています

か？－両立支援ガイドブッ

ク－」が公表されています

（令和６年 12月６日）。これ

は、不妊治療を受ける方は増

加傾向にあるものの、仕事と

治療の日程調整が難しいこ

となどから、不妊治療と仕事

の両立で悩む方が多くいる

ため、その解決のためのヒン

トになるように作成された

ものです。以下、ガイドブッ

クを参考に、会社ができるサ

ポート等について紹介して

いきます。 

◆不妊治療サポートのため

に会社ができる支援 

「不妊治療のために利用

可能な休暇・休暇制度」とし

て、不妊治療に特化した休暇

制度・休職制度、不妊治療に

特化しないが不妊治療も対

象となる休暇制度を設ける

ことなどがあります。「両立

を支援する柔軟な働き方に

資する制度」としては、フレ

ックスタイム制度、時差出勤

制度、短時間勤務制度、テレ

ワーク制度、残業の制限など

があります。そのほかにも、

不妊治療費に対する補助制

度・貸付制度、人事労務担当

者、産業医等に相談できる体

制の整備などがあります。 

◆両立支援等助成金（不妊治

療両立支援コース） 

不妊治療と仕事との両立

に資する職場環境の整備に

取り組み、不妊治療のために

利用可能な休暇制度や両立

支援制度を労働者に利用さ

せた中小企業に対する厚生

労働省の助成金です。 

◆不妊治療連絡カードの活

用 

不妊治療連絡カード（厚生

労働省）は、不妊治療を受け

る、または今後予定している

従業員が、会社に不妊治療中

であることを伝えたり、治療

のために会社の両立支援制度

等を申請したりする際に活用

することを目的としていま

す。従業員本人が主治医等か

ら治療に必要な配慮事項を記

入してもらいます。 

◆職場での配慮のポイント 

 不妊治療を受けていること

を「職場に一切伝えていない

（伝えない予定）」という人は

47.1％います（厚生労働省「令

和５年度 不妊治療と仕事の

両立に係る諸問題についての

総合的調査」）。職場でオープ

ンにしていない理由（複数回

答）として、「伝えなくても支

障がないから」（37.1％)が最

も多いものの、「周囲に気遣い

を し て ほ し く な い か ら

(33.0％）、「不妊治療が上手く

いかなかった時に職場に居づ

らいから」（27.7％）、「不妊治

療をしていることを知られた

くないから」（25.7％）といっ

た声があります。 

 不妊や不妊治療に関するこ

とは、プライバシーに属する

とともに機微な問題のため、

本人から相談や報告があった

場合でも、本人の意思に反し

て職場全体に知れわたってし

まうことがないようプライバ

シーの保護に十分配慮が必要

としています。 

 

に分けて施行されます。こ

の改正法の施行にあわせ

て、求人不受理の対象が追

加されます。 

 具体的には、労働者が家

族の介護の必要性に直面し

た旨を事業主に対して申し

出たことを理由とした不利

益取扱いの禁止への違反

が、2025年４月１日から追

加されます。 

 また、(1)労働者から確認

された就業に関する条件に

係る意向の内容を理由とし

た不利益取扱いの禁止、(2)

柔軟な働き方を実現するた

めの措置（３歳から小学校

就学までの子を養育する労

働者に対する始業時刻等の

変更等の措置）の実施義

務、(3)事業主が講じた柔軟

な働き方を実現するための

措置に係る申出をしたこと

等を理由とした不利益取扱

いの禁止を定めた規定への

違反について、2025年 10月

１日から追加されます。 

 

 

就職者の離職状況と定着 

◆就職後３年以内の離職率

は新規高卒就職者 38.4％、新

規大卒就職者 34.9％ 

人手不足が慢性化してい

る中、新入社員の早期離職対

策は喫緊の課題となってい

ます。厚生労働省が公表した

令和３年３月に卒業した新

規学卒就職者の離職状況に

よれば、就職後３年以内の離

職率は、新規高卒就職者が

38.4％（前年度比 1.4 ポイン

ト上昇）、新規大学卒就職者

が 34.9％（同 2.6 ポイント上

昇）となっています。 

また、離職率は企業規模が

小さいほど高い傾向にあり、

30 人未満の事業所では高

卒、大卒共に５割を超える離

職率となっており、離職率が

高い産業としては、①宿泊

業、飲食サービス業、②生活

関連サービス業、娯楽業、③

教育、学習支援業が挙げられ

ています。 

◆退職に繋がりやすい時期

は「３か月未満」 

 苦労して採用したにもか

かわらず、早期離職につなが

ってしまっては、企業として

も負担が大きく、積極的な対

策が求められるところです。 

 エン・ジャパン株式会社が

運営する採用支援サービス

『engage』が実施した「中途

入社者の定着」についてのア

ンケートによれば、中途入社

者が退職に繋がりやすい時

ハローワークにおける求

人不受理の対象が追加さ

れます 

◆ハローワークにおける求

人不受理の対象とは？ 

 ハローワークの求人は、

労働関係法令の規定に違反

し、企業名公表等の措置が

講じられた者からの求人の

申込みについては受理しな

いことができると、職業安

定法の政令に規定されてい

ます。 例えば、労働基準

法や最低賃金法の規定に、

過去１年間に２回以上、同

一条項違反で是正指導を受

けた場合は是正後６カ月経

過まで不受理となります。

送検・公表された場合は、

送検後概ね１年経過まで不

受理となります。また、男

女雇用機会均等法や育児・

介護休業法の規定に違反

し、是正を求める勧告等に

従わずに公表された場合も

是正後６カ月経過まで不受

理となります。 

◆改正育児・介護休業法の

施行にあわせて求人不受理

の対象が追加 

 2024年の通常国会で成立

した改正育児・介護休業法

は、一部が 2025年４月１日

と 2025年 10月１日の２回
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